
No.
質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 業務量増加時について（仕様書P２）

質問要旨

５ 委託業務の基本的運用方針（３）業務の効率化④ウに「業務
量の増加が見込まれる場合にも既存業務の運用を見直す等の方
法により患者サービスの質を確保すること」とあるが、業務量
増加による料金変更についても協議されるという認識でよろし
いか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 病院からの指示について（仕様書P２及び４）

質問要旨

５ 委託業務の基本的運用方針（４）感染症流行時の対応に「甲
の指示に従い、感染症流行時の対応を行うこと」とある。ま
た、１１ 検査・監督（１）検査等の実施に「業務の実施に係る
指示に従うこと」とある。受託事業者の従業員に直接指示する
ことは国の告示違反となるが、「指示」についてどのように指
示されることをお考えか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 業務時間について（仕様書P３）

質問要旨

５ 業務日及び業務時間（２）業務時間に「業務の遂行上必要が
ある場合は、甲⼄協議の上、業務時間を変更、⼜は延⻑するこ
とができる」とあるが、業務時間や業務量が増える場合、増加
分を有償化できるのか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 人員の配置について（仕様書P３）

質問要旨

８ 業務従事者等に「各業務が円滑に遂行できる人員を配置する
こととする」とある一方で、「人員基準を満たさず、サービス
レベルが低下した場合は、委託料を減額するものとする」とあ
るが、別紙２の人員配置を参考にはするが、それとは違う人数
の配置を受託事業者が決定することは差し支えないか。また、
サービスレベルが低下したかどうかを評価するのは受託事業者
であると考えてよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 業務の報告について（仕様書P４）

質問要旨

９ 業務の点検及び報告（１）にある別紙３の業務報告書は、当
直・休日も含めて各日記入しなければならないのか。業務が適
正に処理されているかを点検する項目がなく、氏名と勤務時間
を入力して押印の必要もあるこの様式は、勤怠管理を目的のよ
うに思えてしまう。個人情報にも当たるので、使用目的を伺い
たい。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 従事者名簿について（仕様書P４）

質問要旨

９ 業務の点検及び報告（２）にある別紙４の従事者名簿は、名
前だけでなく役職・経験年数・雇用形態・勤務場所まで記入す
る様式となっているが、「労働者派遣・請負を適正に行うガイ
ド」によれば、従事者名簿を提出した後、病院側が受託事業者
の配置に関する変更指示や、経験不足を理由に就業を拒否する
ことはできないが、これら従業者の個人情報を提出するに当た
り、使用目的を伺いたい。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 災害訓練・研修会の参加について（仕様書P５）

質問要旨
１３ 災害発生対応（２）①災害訓練や研修会への参加につい
て、実施頻度と開催予定日時などを伺いたい。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 入退院患者受付について（別紙１P１）

質問要旨

１ 診療受付事務（４）入退院受付【入院決定時】に「患者デー
タ入力、⾝⻑・体重・⾎圧測定」とあるが、測定数値が治療内
容に大きな影響を及ぼす可能性があるため、医療提供の安全性
の確保を考慮し、仕様から外すことは可能か。

質問 回答

新たな業務が追加になる等の場合や業務量が著しく増加する場
合を除き、変更契約は考えていない。

1

2

3

統括責任者を通じ、事業者へ指示することを想定している。
具体的には、感染症流行時では、従事者の体調管理、マスク着
用等、検査時では、検査への立会い及び業務内容説明等とな
る。

甲⼄協議の上で決定する。

4

5

6

7

8

各業務が円滑に遂行でき、サービスレベルの低下を招かないの
であれば、別紙２と異なる人数の配置を受託事業者が決定する
ことは差し支えない。サービスレベルの低下は、サービスレベ
ル仕様書やその他客観的データを基に当院が評価する。

当直・休日も含めて業務報告書を提出していただく。業務の履
行確認に加え、災害時の被災者把握、感染症流行時の感染者の
行動履歴の把握等のため提出を求めるものである。

各業務ごとの業務難易度の把握を行うため、提出を求めるもの
である。

年１回程度の頻度を想定している。必要に応じて参加を依頼す
る。

⾝⻑・体重・⾎圧測定については医療行為ではなく、事務職員
でも行えるため、仕様から外さない。

山梨県立中央病院医療事務業務委託に係る一般競争入札に関する質問に対する回答票



質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 入退院患者受付について（別紙１P１）

質問要旨

１ 診療受付事務（４）入退院受付に「同意書のスキャン等」、
「患者パスの準備」、「お薬手帳のスキャン」とあるが、連絡
票などで誰でも確実に独立して業務を遂行できる運用になって
いるのか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 各種診断書・証明書について（別紙１P２）

質問要旨
１ 診療受付事務（７）③各種診断書、証明書等の交付につい
て、発行、交付処理は受託事業者が行うが、書類代金の会計入
力は病院職員が実施するということでよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 産科医療保障制度関連業務について（別紙１P３）

質問要旨
１ 診療受付事務（９）産科医療保障制度関連業務について、制
度説明と登録証の交付は行うが、専用システムへの妊産婦情報
の登録・更新は仕様範囲外ということでよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 労災関連・診療報酬証明等について（別紙１P３）

質問要旨
１ 診療受付事務（１１）労災関連・診療報酬証明等について、
②〜④の具体的な業務内容について伺いたい。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 小児科・小児外科・産科の会計入力について（別紙１P４）

質問要旨

２ 外来受付事務（２）【小児科、小児外科、産科】「自己負担
が生じない患者及び産科スクリーニングに関する会計計算処
理」について、医事会計診療報酬請求事務を病院が直営で実施
する中で、業務委託として受託することは業務の混在化とな
る。仕様から外すことは可能か。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 臓器提供意思表示の確認について（別紙１P４）

質問要旨

２ 外来受付事務（２）【高度救命救急センター】④において、
「保険証の臓器提供意思表示の確認、電子カルテへの入力」と
なっているが、医療提供の安全性の確保を考慮して仕様から外
すことは可能か。

質問日 12月9日 回答日 12月22日

項目
レセプトの病名確認、整理、削除及び病状詳記の登録について
（別紙１P４）

質問要旨

「病名確認、整理、削除」とあるが、「病名の確認」について
は適応病名の有無を医師へ確認の依頼と入力の依頼と理解して
よろしいか。また、「病名の整理、削除」については病名整
理、削除の必要性を医師へ確認に依頼と整理・削除の依頼と理
解してよろしいか。
「病名詳記の登録」とあるが、レセプト電算処理システム用
コードでの入力がされているかの確認、入力有無の確認、また
修正・入力の必要性の確認と入力の依頼と理解してよろしい
か。また、レセプト電算処理システム用コード以外での入力が
必要だと思われる項目に関しては、医師への確認の依頼と入力
の依頼ということでよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日

項目
院内審査システムによるレセプトの出力について（別紙１P４）

質問要旨

「院内審査システムによるレセプトの出力」は全科、全件でお
考えか。また、「院内審査システム」の設定状況はどのように
なっているか。
例：提出済みのレセプト（査定返戻なし）を院内審査システム
でエラーチェックを行った後、出力した場合のエラー表示０件
等
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9
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②〜④とも、会計計算は当院職員が行う。受付や発行、交付、
請求の処理を依頼する。

医事会計診療報酬請求事務は当院が直営で実施するが、明確な
区分が行える患者分の会計計算処理を、業務場所を区分して委
託することは業務の混在化には当たらないと考えるため、仕様
から外さない。

保険証の臓器提供意思表示の確認、入力には特別な技能は必要
なく、一般的な受付業務の一部と考えられるため、仕様から外
さない。

16

15

院内審査システムはまだ稼働が未定であるため、当面は紙で出
力したレセプトの目視での確認を依頼する。

レセプトの病名確認、整理及び診療内容や症状詳記の点検を依
頼する。会計上の修正、入力、医師への依頼については当院職
員が行う。
また、「別紙1 ３診療報酬請求に向けたレセプト点検（外来）
（１）委託事務の範囲③レセプトの病名確認、整理、削除及び
病状詳記の登録」については、同①と内容が重なる部分が多い
ため、仕様から削除する。

事前に看護師、薬剤師等が確認、分別を行うので、誰でも確実
に独立して業務を遂行できる運用となっている。

お見込みのとおり。

お見込みのとおり。



質問日 12月9日 回答日 12月22日

項目
レセプトの病名、内容点検、修正、病状詳記の記載（院外処
方）について（別紙１P４）

質問要旨

「修正」については、修正が必要だと思われる項目に関して、
医師への確認の依頼と修正の依頼と理解しているが、よろしい
か。また、「病状詳記の記載（院外処方）」とあるが、院外処
方分において病状詳記が必要な薬剤についての、病状詳記の入
力有無の確認と入力の依頼と理解しているが、よろしいか。
また、処方薬剤に対する適応病名の点検は、「低薬価薬剤の審
査等の具体的取り扱い方針」として打ち出されているものの内
容に基づき行っている現行どおりの「院外処方の一部を含む」
と考えてよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日

項目
紙レセプトの処理・集計・紙レセプトの請求書・統括表の作成
について（別紙１P５）

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 返戻・査定について（別紙１P５）

質問要旨

返戻・査定の分析とあるが、返戻レセプトはどのように受託事
業者の従業員へ渡されるのか。会計入力は病院職員が実施する
ので、返戻レセプトの処理もあわせて実施すると考えている
が、病院職員が処理した後の返戻レセプトと査定のリストが受
託事業者の従業員へ渡され、分析・対案・立案するという理解
でよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 休日・夜間受付について（別紙１P５）

質問要旨

４ 休日・夜間受付（事務日直）業務（１）③「時間外に診療を
行った患者の診療会計の計算処理」とあるが、医事会計診療報
酬請求事務を病院が直営で実施する中で、業務委託として受託
することは業務の混在化となる。仕様から外すことは可能か。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 会計受付番号票の破棄について（別紙１P７）

質問要旨
６  収納業務（１）②に会計受付番号票の廃棄とあるが、どこで
回収した番号票の廃棄を行うのか。

17

19

20

21

18

修正・医師への依頼は当院職員が行う、レセプト病名、内容点
検（院外処方を含む）を依頼する。算定誤り、病名や症状詳記
の不足、確認等レセプトにおける不備の指摘をしてほしい。

返戻レセプトの処理は当院職員が行う予定であるため、質問の
とおりの理解で問題ないと考える。

時間外に診療を行った患者の診療会計の計算処理は、時間内に
診療を行った患者の診療会計の計算処理と明確に区分できない
ことも想定され、業務の混在化につながる恐れがあることか
ら、仕様から外すこととする。

収納窓口で回収した番号票を箱等に詰め、病院で溶解文書とし
て廃棄できるよう提出してもらいたい。

質問要旨

「紙レセプト」とあるが、紙レセプトとは月遅れレセプト・返
戻再請求レセプト・オンライン請求不可のレセプトを指してい
ると考えてよろしいか。また、「処理・集計」とあるが、
・レセプト続紙処理（紙レセプト提出分）
・月遅れレセプト、返戻再請求レセプトの保留解除処理（紙レ
セプト提出分）
・月遅れレセプト、返戻再請求レセプト（当月請求）の集計
（紙レセプト提出分）
・レセプトオンラインによるエラーチェック
・当月保留とするレセプトの保留登録
・返戻・過誤返戻レセプトの保留処理
・残レセプト、返戻レセプトの処理（資格確認を含む）
の業務は含まれるのか。含まれるのであれば個別に仕様書に記
載することは可能か。含まれないのであれば、保留レセプトに
関する業務は委託業務として行わず、病院職員が用意した総括
表の件数・実日数・点数等を、月遅れレセプト・返戻再請求レ
セプト・オンライン請求不可のレセプトと突合し、それらのレ
セプトの点検のみを行うと考えてよろしいか。
また、仕様書に記載はないが、点検済みの重度心⾝障害者医療
費助成事業（公費８３）のレセプトの中から病名の代行入力が
必要なレセプトの中から代行入力が必要なレセプトの抜き出し
と代行入力依頼は行う必要があるか。必要があれば仕様書への
記載をお願いしたい。

紙レセプトとは、現在、当院がオンライン請求していないレセ
プト全てを指すものと考えている。
「処理・集計」については、レセプトの保留処理や残レセプ
ト、返戻レセプトの処理等も直営で実施する予定であるため、
挙げていただいた項目は委託業務に含まず、質問のとおりの扱
いを基本とすることを考えている。
重度心⾝障害者医療費助成事業のレセプトの取り扱いについて
は、これらの業務は病名登録の依頼等が確実に行われていれば
発生しないものと考えているため、特段仕様書への記載は考え
ていない。



質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 行列の統制と案内について（別紙１P７）

質問要旨

６  収納業務（１）③「４番窓口混雑時の行列の統制、５番窓口
混雑時の行列の統制と自動精算機への案内」とあるが、５番窓
口で精算をしながら統制するのは困難である。どのような運用
をお考えか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 業務における必要な人員配置について（別紙２（６））

質問要旨

夜間・休日受付の配置において、夜間（加算２５％）１人、夜
間（二次救・加算）２人とされている部分に関して特別に人員
配置する必要があると見込まれている時間帯ということか。ま
た、二次救急当番日においては通常夜間・日直に加えて追加で
（二次救）とされている２人、合計３人の配置相当と見込まれ
ているということでよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 就業時間について（別紙２）

質問要旨
現在の委託業務の業務時間は８：３０〜１７：３０となってい
るが、業務内容が縮小されておらずに業務時間は１５分短縮と
なっている。１５分の業務量はどのようにお考えか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 入札公告２（７）

質問要旨
委託契約締結後に別途契約となる労働者派遣契約について、想
定単価は表記されているが、これはあくまで想定価格であり、
別途交渉で変動するという認識でよろしいか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 質問について

質問要旨
回答に対する再度の質問を行いたい場合、どのような対応をし
ていただけるか。

質問日 12月9日 回答日 12月22日
項目 質問に対する回答について

質問要旨
他事業者からの質問に対する回答もすべて公開される予定か。

質問日 12月15日 回答日 12月22日
項目 外来レセプト点検について（別紙２）

質問要旨

別紙２「業務における必要な人員等」（７）外来分レセプト点
検について、現地説明会の際の質問の回答では点検したレセプ
トを直営化する当院職員へ渡すのみとの回答だったが、その内
容で相違ないか。

質問日 12月15日 回答日 12月22日

項目
外来医事会計診療報酬請求業務（派遣契約）について（入札説
明書）

質問要旨
令和３年５月より締結予定と記載されているが、想定される契
約期間を伺いたい。

28

別紙２「業務における必要な人員等」（７）外来分レセプト点
検については、別紙１「３ 診療報酬請求に向けたレセプト点検
（外来）」に記載された業務を行う人員と想定している。
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現時点では８か月〜１年程度を想定している。
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25

26

すべての事業者からの質問に対する回答を公開する。

５番窓口の配置人員で対応できない場合は、他の勤務場所の手
空きの人員を回す等で対応いただきたい。

夜間（加算２５％）・夜間（二次救・加算）については、その
時間帯は割増賃金となることを意味している。
二次救急当番日においてはご質問のとおりである。

当院の事務系の職員の業務時間は８：３０〜１７：１５となっ
ており、当院の通常の業務はその時間内に終わらせるべき業務
であると考えている。

契約締結については別途協議を行う。

質問の受付は入札公告どおり、１２月１７日までとする。


